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研究成果の概要： 

本研究プロジェクトでは人体商品化現象について学際的・総合的に考察してきた。その結果、

次のような結論に到達した。「人体商品化は人間の尊厳を間接的にではあれ侵害するものである

から倫理的に問題がある。しかし、その一方で、人体商品化はきわめて有用である。したがって、

利益衡量が許されるなら、人体商品化は「倫理的に正しい」とまではいえないが、「倫理的に容

認される」範囲に入るといってよい（倫理評価４段階説）。そうだとすれば、人体商品化は立法

によって禁止されるべきであるとまではいえない。」 
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１．研究開始当初の背景 

移植用ヒト組織や研究用臓器の商品化に代

表される「人体商品化」はきわめて現代的な

現象であるが、この人体商品化現象について

のまとまった考察はこれまでなされて来なか

った。粟屋は本研究プロジェクト以前に、１

９９０年代前半からの種々の調査・研究によ

って、人体商品化についてすでに以下の数点

を明らかにしていた。本研究プロジェクトは

これらを土台とするものである。 



(1) 人体は「物」化→部品化→資源化→商

品化の過程を辿っている。人体商品化は人体

資源化の延長線上にある。ここには、医療テ

クノロジーが人体を資源化し、市場経済がそ

れを商品化する、という構造がある。 

(2 ) 人間は、これまで自然（土地、天然

資源等）や動植物を商品化し、さらには労働

力―人体の機能―を商品化してきたが、今、

人体構造そのものを商品化し始めた（もちろ

ん、個別に見ると、商品化されていない自然、

動植物、労働力、人体構造等があるのは当然

である）。市場経済下においては、基本的に、

あらゆるものが商品化する（させられる）可

能性を持つ。人体も例外ではない。 

(3 ) 現在進行中の広範な人体商品化につ

いては、日本を含めて、立法によって禁止し

ている国は見当たらない。すなわち、人体商

品化は、黙示的にではあれ、世界的に容認さ

れているといえる。ただし、移植用臓器の売

買のみは世界中で立法によって禁止されてい

る。 

(4 )そもそも、人間の身体部品（パーツ）

は潜在的に、経済的、商品的価値を有してい

る。 

人工身体部品には当然ながら値段がついて

いるが、このことは、生身の人間の身体部品

（パーツ）の経済的、商品的価値を推測せし

めるものである。臓器についていえば、例え

ば人工心臓の存在は、脳死体から採取された

心臓の経済的、商品的価値を推測せしめるも

のである。埋め込み型人工心臓は約１５００

万円するが、脳死体から採取された本物の心

臓は性能的には人工心臓をはるかに上回る

ので、その本物の心臓は少なく見積もっても

１５００万円の経済的、商品的価値があるこ

とになる。もちろん、現実には、各国の臓器

移植法が移植用臓器の売買を禁じているの

で、脳死体から採取された本物の心臓はタダ

（＝無償提供）であるが。 

 なお、移植用心臓弁には値段がついている

（すなわち商品になっている）のに移植用心

臓そのものには値段がつかない（＝臓器売買

禁止）、すなわち商品にならないが、ここに

は論理的整合性はない。現在のところ、心臓

弁は冷凍保存できるが心臓そのものは冷凍

保存できない（その技術がない）。仮に心臓

そのものの冷凍保存技術が完成し長期保存

（ストック）が可能になれば、冷凍保存費な

ど名目は何であれ、ほぼ必然的に値段がつい

てくる（値段をつけざるを得なくなる）と考

えられる。 

(5 ) 人体商品化はきわめて現代的な現象

である。そして、それはテクノロジー―とり

わけ医療テクノロジー―及び市場経済の集

約点の一つである。現在の医療テクノロジー

と市場経済を前提とする限り人体商品化は

ある意味で、自然の流れである。残念ながら、

というべきか、当然に、というべきか、事実

として、我々は人体部品が流通する新しい時

代に突入しつつある。     

 
２．研究の目的 

医療テクノロジー及び市場経済によって

人体が商品化しているが、本研究プロジェク

トの目的はその人体商品化現象を学際的・総

合的に考察することである。具体的には、人

体商品化現象を文明論、医事法、生命倫理な

どの視点から考察し、それをどう考えるか、

また、それにどう対処すべきか、などの点に

ついて一定の結論を得ることを目的とする。 

 
３．研究の方法 

移植用ヒト組織の商品化や臓器売買につい

ての実態調査を行い（とくにフィリピンでは

腎臓売却者３００人に対して約４０項目から

なる大規模アンケート調査を行った）、それ

らに基づいて文明論、医事法、生命倫理など



の視点からの考察を行った。 

 
４．研究成果 

考察の結果、概ね以下のような結論に達し

た。 

現在急速な勢いで進行している人体商品

化は基本的に、人体丁重取扱原則違反という

媒介項を通して、人間の尊厳を間接的にでは

あれ、またその程度は別にして、侵害するも

のであるといえる。ほかに、人体商品化は、

人類が長年培ってきた身体に関する倫理観

に反する、ひいては、人類の伝統文化を破壊

する、などといえる。このような意味で、人

体商品化には倫理的に問題がある。しかしな

がら、その一方で、人体商品化は大変有用で

あることも事実である。例えば、アメリカ「人

体部品」産業が供給（販売）する７０万円程

度の小さな心臓弁一つで一人の人間の命が

救われる。人体の商品化（およびそれに先立

つ人体の資源化）は患者ひいては人類への恩

恵であり、人類の幸福、福祉に役立つものと

いえる。 

したがって、利益衡量が許されるなら、人

体商品化は「倫理的に正しい」とまではいえ

ないが、「倫理的に容認される」範囲に入る

といってよい（倫理評価４段階説）。ここで

は、「人間の尊厳」という抽象的価値よりも

商品化したヒト組織等を使用して目の前の患

者が救命ないし延命され、生活の質が改善さ

れることの方が優先される、という価値判断

―功利主義的価値判断―が行われることにな

る（この場合、「人間の尊厳」も功利計算に

入っているということになる）。 

このように考えるならば、結論的には、人

体商品化は立法によって禁止されるべきで

あるとまではいえない。また、そうだとすれ

ば、我々には、人間の身体の持つ意味の変容

に応じて新しい身体観が必要とされる、とい

う認識が必要である。そして、我々は、いず

れ、そのような新しい身体観にふさわしい新

しい規範を用意する必要がある。 
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